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(57)【要約】
太陽電池を作製するための方法が記載され、この方法は
、複数のフィンガーと、複数のフィンガーのそれぞれの
自由端部における少なくとも１つの第１の固定要素と、
を含むコンタクトパターンを有するめっき金属コンタク
トを形成する工程を含む。更には関連する太陽電池であ
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のフィンガーと、複数のフィンガーのそれぞれの自由端部における少なくとも１つ
の第１の固定要素と、を含むコンタクトパターンを有するめっき金属コンタクトを形成す
る工程を含む、太陽電池の製造方法。
【請求項２】
　少なくとも１つのバスバー、少なくとも１つのバスバーに接続された複数のフィンガー
、および少なくとも１つのバスバーに物理的に接続されたフィンガー端部における、少な
くとも１つの第２の固定要素と、を含むコンタクトパターンを有するめっき金属コンタク
トを形成する工程を含む、請求項１にかかる方法。
【請求項３】
　少なくとも１つのバスバーに物理的に接続されたそれぞれのフィンガー端部に、第２の
固定要素を形成する工程を含む、請求項２にかかる方法。
【請求項４】
　更に、少なくとも１つのコンタクトパターンにリボンを半田付けする工程を含む、請求
項１～３のいずれかにかかる方法。
【請求項５】
　更に、シリコン基板の全体の表面の上に誘電体層を形成する工程と、
　誘電体層を部分的に除去して、これにより、請求項１～４のいずれかにかかるコンタク
トパターンに従って金属コンタクトが形成される必要のある部分において、下層のシリコ
ン表面を露出させる工程と、
　金属めっきにより露出したシリコン領域に金属コンタクトを形成して、表側の金属コン
タクトを形成する工程と、を含む、請求項１～４のいずれかにかかる方法。
【請求項６】
　複数のフィンガーと、複数のフィンガーのそれぞれの自由端部における、少なくとも１
つの第１の固定要素または固着要素と、を含むコンタクトパターンを有するめっき金属コ
ンタクトを含む、太陽電池。
【請求項７】
　少なくとも１つのバスバー、少なくとも１つのバスバーに接続された複数のフィンガー
、および少なくとも１つのバスバーに物理的に接続されたフィンガー端部における、少な
くとも１つの第２の固定要素または固着要素と、を含むコンタクトパターンを有するめっ
き金属コンタクトを含む、請求項６にかかる太陽電池。
【請求項８】
　少なくとも１つのバスバーと物理的に接続されたそれぞれのフィンガー端部に、第２の
固定要素を含む、請求項７にかかる太陽電池。
【請求項９】
　更に、フィンガーの下の基板を含み、第１の固定要素は、それぞれのフィンガーと、フ
ィンガーの自由端部の下の基板との間のコンタクト面積を部分的に増加させる形状である
、請求項６～８のいずれかにかかる太陽電池。
【請求項１０】
　第１の固定要素は、自由フィンガー端部で、フィンガーの幅の部分的な増加により具体
化され、またはフィンガーの幅の部分的な増加を含む、請求項９にかかる太陽電池。
【請求項１１】
　更に、フィンガーの下の基板を含み、第２の固定要素は、バスバーに接続されたフィン
ガーの端部で、それぞれのフィンガーと基板との間のコンタクト面積を部分的に増加させ
る形状である、請求項６～１０のいずれかにかかる太陽電池。
【請求項１２】
　第２の固定要素は、バスバーに接続されたフィンガーの端部で、フィンガーの幅の部分
的な増加により具体化され、またはフィンガーの幅の部分的な増加を含む、請求項６～１
１のいずれかにかかる太陽電池。
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【請求項１３】
　自由フィンガー端部またはバスバーに接続されたフィンガーの端部で、フィンガーの幅
が、フィンガー長さの５％から５０％の範囲の長さに渡って増加する、請求項６～１２の
いずれかに記載の太陽電池。
【請求項１４】
　第１および／または第２の固定要素は、線形、正方形、矩形、多角形、円形、または楕
円形である、請求項６～１３のいずれかにかかる太陽電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、技術的に、めっきＣｕコンタクトのようなめっき金属層のシリコンへの接着
を改良する方法に関する。この方法は、シリコン太陽電池のめっき金属コンタクトの接着
を改良するために有利に使用できる。
【背景技術】
【０００２】
　新しいコンセプトと製造プロセスが、製造環境でのそれらのコンセプトとプロセスの改
良を考慮して、シリコン太陽電池のために開発される。工業製品についてのそのような開
発の例は、スクリーン印刷プロセスの代替えとして、金属コンタクトの形成のためにめっ
きプロセスを用いることである。
【０００３】
　例えばシリコン太陽電池の表側のメタライゼーションのようなめっきを用いる典型的な
プロセスフローは、表面全体の上に、例えば反射防止コーティングのような誘電体層を形
成する工程と、続いて、反射防止コーティングを部分的に除去し、これにより金属コンタ
クトを形成する必要のある位置に下層のシリコン表面を露出させる工程を含む。反射防止
コーティングを部分的に除去する工程は、例えばレーザー除去（laser ablation）により
行っても良い。反射防止コーティングの部分的除去の後、表側の金属コンタクトは、表側
の金属コンタクトを形成するための金属めっきにより、露出したシリコン領域中に形成さ
れる。
【０００４】
　それらの優秀なコンタクト特性により、Ｎｉ層またはニッケルシリサイド層が、例えば
良好なコンタクトを形成するために使用される。
【０００５】
　ニッケルシリサイド層は、反射防止コーティング中に形成された開口部中のシリコン表
面上に、（例えば無電解めっきにより）薄いニッケル層を形成することにより形成され、
続いて、シリサイド化を誘起するためのアニール工程またはシンタリング工程が行われ、
この結果、ニッケル－シリコン合金（ニッケルシリサイド）が形成される。シリコン太陽
電池を作製するためのプロセスでは、ニッケルシリサイド層の上に、少なくとも１つの追
加の金属層（例えばＣｕ層）が、シード層としてニッケルシリサイド層を用いて電解めっ
きされ、低抵抗の表側金属パターンを形成する。
【０００６】
　シリコン太陽電池を製造するための代わりのプロセスでは、反射防止コーティング中に
形成された開口部中に、例えば光誘起めっきにより、Ｎｉ層が最初に形成され、次に、例
えば電解めっきによりＮｉ層の上にＣｕ層が形成される。その後、シンタリング工程が行
われて、Ｎｉ層が少なくとも部分的にニッケルシリサイド層に変えられる。
【０００７】
　めっきされた金属コンタクトを用いたそのようなプロセスでは、異なる金属層の間、お
よび金属層と下層のシリコン基板との間で、良好な結合を達成することが課題である。金
属層の間、または金属層とシリコン基板との間の弱い接着は、金属層の剥離となり、太陽
電池効率（cell efficiency）の容認できない低下を招く。金属層の剥離のリスクは、一
般には狭い金属形状でより高くなる。例えば、少なくとも１つのより広いライン（バスバ
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ー）に接続された複数の狭いライン（フィンガー）を含む典型的な太陽電池の表側金属グ
リッドでは、金属剥離の問題は、より広いバスバーに対してより、狭いフィンガーに対し
てより高くなる。
【０００８】
　個々の太陽電池は、一般には、セルのバスバーに半田付けされたＣｕリボンの手段によ
り、モジュール中に電気的に接続される。（バスバーと半田付けされたリボンを含む）金
属スタックと、シリコン基板との間の接着が弱い場合、金属コンタクトは劣化し、モジュ
ール効率も故障レベルまで落ちる。
【発明の概要】
【０００９】
　所定の発明の形態は、現状の方法に比較して、めっき金属コンタクトの剥離のリスクを
本質的に低減し、および／またはバスバーに半田付けされた金属リボンの接着を改良した
、めっき金属コンタクトを有する太陽電池の製造方法に関する。
【００１０】
　１つの発明の形態では、この方法は、複数のフィンガーと、複数のフィンガーのそれぞ
れの自由端部に、少なくとも１つの第１の固定要素（pinning element）または固着要素
（anchoring element）を含む、コンタクトパターンを有するめっき金属コンタクトを提
供する工程を含む。フィンガー剥離のリスクを実質的に低減することが、フィンガーの自
由端部に第１の固定要素を提供する工程の優位点である。
【００１１】
　１つの発明の形態では、この方法は、少なくとも１つのバスバーと、少なくとも１つの
バスバーに接続された複数のフィンガー、および少なくとも１つのバスバーに物理的に接
続するフィンガーの端部の、好適には少なくとも１つのバスバーに物理的に接続するそれ
ぞれのフィンガーの端部の、少なくとも１つの第２の固定要素または固着要素と、を含む
コンタクトパターンを有するめっき金属コンタクトを提供する工程を含む。それが、少な
くとも１つのバスバーに対して半田付けされたリボンの接着を改良することが、そのよう
な第２の固定要素を形成する工程の優位点である。
【００１２】
　１つの発明の形態では、この方法は、少なくとも１つのバスバー、少なくとも１つのバ
スバーに接続された複数のフィンガー、複数のフィンガーのそれぞれの自由端部の少なく
とも１つの第１の固定要素、および少なくとも１つのバスバーに物理的に接続されたフィ
ンガーの端部の少なくとも１つの第２の固定要素、を含むコンタクトパターンを有するめ
っき金属コンタクトを提供する工程を含む。
【００１３】
　本発明の形態にかかる方法は、太陽電池の表側のメタライゼーションパターンを形成す
るために、有利に使用することができる。製造方法は、シリコン基板の全表面の上に、例
えば反射防止コーティングのような誘電体層を形成する工程と、反射防止コーティングを
部分的に除去し、これにより本開示のコンタクトパターンに従って金属コンタクトが形成
される必要がある位置で、下層のシリコン表面を露出させる工程と、表側の金属コンタク
トを形成するための金属めっきにより、露出したシリコン領域に表側の金属コンタクトを
形成する工程と、を含んでも良い。
【００１４】
　所定の発明の形態は、現状の方法に比較して、めっき金属コンタクトの剥離のリスクを
本質的に低減し、および／またはバスバーに半田付けされた金属リボンの接着を改良した
、めっき金属コンタクトを有する太陽電池の製造方法に関する。
【００１５】
　１つの発明の形態では、太陽電池は、複数のフィンガーと、複数のフィンガーのそれぞ
れの端部の、少なくとも１つの第１の固定要素または固着要素と、を含むコンタクトパタ
ーンを有するめっき金属コンタクトを有する。
【００１６】
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　１つの発明の形態では、太陽電池は、少なくとも１つのバスバー、少なくとも１つのバ
スバーに接続された複数のフィンガー、および少なくとも１つのバスバーと物理的に接続
したフィンガーの端部の、少なくとも１つの第２の固定要素または固着要素、を含むコン
タクトパターンを有するめっき金属コンタクトを有する。
【００１７】
　１つの発明の形態では、太陽電池は、少なくとも１つのバスバー、少なくとも１つのバ
スバーと接続された複数のフィンガー、複数のフィンガーのそれぞれの自由端部の少なく
とも１つの第１の固定要素、および少なくとも１つのバスバーに物理的に接続されたフィ
ンガーの端部の少なくとも１つの第２の固定要素、を含むコンタクトパターンを有するめ
っき金属コンタクトを有する。
【００１８】
　第１の固定要素は、フィンガーの自由端部で、フィンガーと下層のシリコンとの間のコ
ンタクト面積の部分的な増加に繋がる要素または形状である。第１の固定要素は、フィン
ガーの自由端部でフィンガーの幅を部分的に増加させることにより提供され、またはそれ
は、線形、正方形、矩形、多角形、円形、または楕円形、または他の好適な形状を有し、
フィンガーの自由端部に形成された要素でも良い。
【００１９】
　第２の固定要素は、バスバーと接続するフィンガーの端部で、フィンガーと下層のシリ
コンとの間のコンタクト面積の部分的な増加に繋がるいずれかの要素または形状でも良い
。第２の固定要素は、バスバーと接続したフィンガーの自由端部でフィンガーの幅を部分
的に増加させることにより提供され、またはそれは、線形、正方形、矩形、多角形、円形
、または楕円形、または他の好適な形状を有し、バスバーと接続したフィンガーの自由端
部に形成された要素でも良い。
【００２０】
　様々な発明の形態の所定の目的と長所が、上に記載された。もちろん、本開示のいずれ
かの特定の具体例に関して、そのような目的または長所の全てが達成される必要が無いこ
とが理解されるであろう。このように、例えば、ここで教示された１つの長所または長所
のグループを達成または最適化する方法で、ここで教示または示唆された他の目的や長所
を達成する必要無しに、本開示が具体化または実施されることを、当業者は理解する。更
に、この概要は、単に例示であり、本開示の範囲を限定することを意図しないことが理解
される。本開示は、組織および操作の方法の双方について、その特徴および長所と共に、
添付の図面と共に読んだ場合に、以下の詳細な説明を参照することにより、最も理解され
るであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】太陽電池の典型的な表側のメタライゼーションパターンの例を示す。
【図２】１つの発明の形態にかかる表側のメタライゼーションの例を示す。
【図３】本開示の発明の形態にかかる第１の固定要素の例を示す。
【図４】１つの発明の形態にかかる表側のメタライゼーションの例を示す。
【図５】本開示の発明の形態にかかる第２の固定要素の例を示す。
【図６】特定のフィンガーラインを拡大した、図２の詳細を示す。
【００２２】
　異なる図面において、同一の参照符号は、同一または類似の要素を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下の詳細な説明において、多くの特定の細部が、本開示の全体の理解、およびそれら
が特定の具体例でどのように実施されるかを提供するために説明される。しかしながら、
本開示は、それらの特定の細部無しに実施できることが理解されるであろう。他の例では
、公知の方法、手順、および技術は、本開示の理解を不明確にしないために、詳細には示
されていない。一方、本発明は、特定の具体例に関して、特定の図面を参照しながら記載
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されるが、本開示はこれに限定されない。ここに含まれ、記載された図面は、模式的であ
り、本開示の範囲を限定するものではない。また、図面において、いくつかの要素の大き
さは誇張され、それゆえに記載目的で縮尺通りではない。
【００２４】
　更に、開示中の、第１、第２、第３等の用語は、類似の要素の間で区別するために使用
され、一時的、空間的に、順序または他の方法により順番を記載する必要はない。そのよ
うに使用される用語は、適当な状況下で入替え可能であり、ここに記載された本開示の具
体例は、ここに記載や図示された順序とは異なる順序によっても操作できることを理解す
べきである。
【００２５】
　また、開示中の、上、下、上に、下に等の用語は、開示目的のために使用され、相対的
な位置を示すものではない。そのように使用される用語は、適当な状況下で入替え可能で
あり、ここに記載された本開示の具体例は、ここに開示や図示されたものと異なる位置で
も操作できることを理解すべきである。
【００２６】
　なお、「含む（comprising）」の用語は、それ以降に列記される手段に限定して解釈す
べきではなく、他の要素や工程を排除しない。このように、言及された特徴、数字、工程
、または成分は、その通りに解釈され、１またはそれ以上の他の特徴、数字、工程、また
は成分、またはこれらの組み合わせの存在または追加を排除してはならない。このように
、「手段ＡおよびＢを含むデバイス」の表現の範囲は、構成要素ＡとＢのみを含むデバイ
スに限定されるべきではない。
【００２７】
　本開示の文脈では、太陽電池の表面または表側は、光に向かって配置し、これにより照
明を受けるように適用される面または側である。両面の太陽電池の場合、双方の面が作用
する光を受けるように適用される。そのような場合、表面または表側は、光または照明の
最も大きな割合を受けるために適用される面または側である。太陽電池の背面、背側、裏
面または裏側は、表面に対向する面または側である。基板の表側は、太陽電池の表側に対
応する基板の側であり、基板の裏側または背側は、太陽電池の背側に対応する。
【００２８】
　本開示の文脈では、フィンガーは、例えば、約１０マイクロメータから１５０マイクロ
メータの幅を有するような、比較的狭い導電性ラインであり、それらは一般にはセル領域
の上に分配され、下層の半導体から（光生成された）電流を集める。フィンガーは、光生
成電流を、少なくとも１つのバスバーに運搬できる。好適な具体例では、フィンガーライ
ンは、平行な、側壁の長手方向のサイドウォールにより規定される。特定の具体例では、
側壁の長手方向のサイドウォールは、テーパー（傾斜）構造を形成しても良い。テーパー
構造は、比較的狭く、比較的広い端部を有しても良い。比較的狭い端部は、バスバーから
遠くに向かい、即ち、フィンガー線の自由端部に対応しても良い。
【００２９】
　バスバーは、本質的にフィンガーより広い（例えば、約１ｍｍから３ｍｍの範囲の幅を
有する）メタライズ領域であり、フィンガーからの（光生成）電流を集め、セルをセル相
互接続材料（例えば相互接続リボン）に半田付けするために使用される。本開示の文脈で
は、フィンガーの自由端は、バスバーと直接物理的に接続しないフィンガー（ライン）の
端をいう。他の見地では、自由端は、バスバーから遠くを指す端として、またはそれぞれ
のバスバーから離れた端として見られる。
【００３０】
　本開示の文脈では、フィンガーラインとバスバーとは、一般には、例えば１つのメタラ
イゼーション（めっき）プロセスの手段で、同時に形成される。それらは、このように、
一般には１つのメタライズ層中に形成され、そのようなメタライズ層の、異なった、重な
らない部分として言及される。
【００３１】
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　バスバーの上に相互接続リボンを形成するプロセスは、当業者に知られている。リボン
は、一般には、その両側を覆う錫鉛半田を含む銅ストリップを含む。このプロセスは、例
えば、
　フラックスをバスバーに適用して、その表面を洗浄する工程と、
　バスバーの上にリボンを配置する工程と、
　例えば半田ごてを用いて、例えば３２５℃の温度で、下層の金属パターンにリボンを半
田する工程と、を含む。例えば、半田する工程は、バスバーに沿って、好ましくはスポッ
ト間が等しい距離を有するように、それぞれが例えば約１ｃｍの長さの半田された（例え
ば５つの）スポットのセットを提供することにより行うことができる。
【００３２】
　本開示は、更に、シリコン太陽電池の表側のコンタクトが、金属めっきの手段により形
成された例を示す。しかしながら、本開示はこれに限定されるものではない。本開示の発
明の形態にかかる方法は、例えば、両面電池のようなシリコン太陽電池の裏側のコンタク
トを形成するために、または、例えば、インターディジテイテッドバックコンタクト電池
のようなバックコンタクト電池の裏側のコンタクトを形成するために、使用できる。
【００３３】
　例えばＣｕめっきのような金属めっきによりフロントコンタクトが形成されるシリコン
太陽電池作製プロセスにおいて、パターニングされためっき金属層とシリコン基板との間
で良好な接着を達成することが課題である。金属パターンとシリコン基板との間の貧弱な
接着は、金属パターンの剥離になり、太陽電池効率の許容できない低下となる。太陽電池
の一般的なフロントコンタクトパターンは、複数の比較的狭い金属ライン（フィンガー）
を含み、それぞれのフィンガーは、例えば図１に示すように、少なくとも１つのより広い
金属ラインに電気的に接続される。代わりに、フロントコンタクトパターンは、バスバー
無し（busbar-free）でも良く、狭い金属フィンガーは、導電性接着剤を介して相互接続
リボンに電気的に接続されても良い。金属パターンの剥離のリスクは、一般に、狭い金属
フィンガーほど、より高くなる。これは、狭い金属フィンガーほど、金属とシリコンのコ
ンタクト面積が相対的に小さくなるに関連する。より狭いライン、例えば（化学的性質お
よび／または堆積速度に関連して）Ｃｕのような金属中で増加する応力を有する、より厚
いめっき層、およびより長い金属ラインで、剥離のリスクが増加する。それゆえに、例え
ば太陽電池で、金属剥離の問題は、より広いバスバーより、狭いフィンガーにおいて高く
なるだろう。
【００３４】
　１つの発明の形態では、本開示は、現存の方法に比べてパターニングした金属コンタク
トの剥離のリスクを低減した、および／または現存の方法に比べてバスバーに半田付けさ
れた金属リボンの接着が改良された、めっき金属コンタクトを有する太陽電池の作製方法
を提供する。
【００３５】
　本開示は、更に、めっき金属層が、シリコン太陽電池の表側のメタライゼーションパタ
ーンの一部である具体例について記載される。しかしながら、本開示はこれに限定される
ものではなく、この方法は、例えば両面太陽電池またはバックコンタクト太陽電池の裏側
メタライゼーションの一部であるめっき金属層のような、他の応用にも使用できる。
【００３６】
　図１は、太陽電池の表側のメタライゼーションパターンの例を示す。示された例では、
メタライゼーションパターンは、２つのバスバー１００と、複数のフィンガー１０１、１
０２、１０３を含む。しかしながら、本開示は、これに限定されるものではなく、当業者
に知られた他の適したメタライゼーションパターンを用いることもできる。図１に示され
た例では、それぞれのフィンガー１０１、１０２、１０３は、フィンガー端部１２におい
て、少なくとも１つのバスバー１００に接続される。フィンガー１０１、１０３は、自由
端部１１と、バスバー１００に接続された反対端部１２を有する。フィンガー１０２は、
バスバー１００に接続された双方の端部１２を有する。
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【００３７】
　１つの具体例にかかる方法は、太陽電池のメタライゼーションパターンのフィンガーの
自由端部１１で、第１の固定要素または固着要素を提供する工程を含んでも良い。そのよ
うな第１の固定要素をフィンガーの自由端部に提供することで、実質的に剥離のリスクが
低減することが、驚くべきことに見出された。この方法は、バスバー１００に物理的に接
続した第２の固定要素または固着要素を、フィンガー端部１２に形成する工程を含んでも
良い。そのような第２の固定要素を形成することで、バスバーに半田付けされたリボンの
接着を改良できることが、驚くべきことに見出された。
【００３８】
　１つの発明の形態では、本開示は、複数の金属フィンガーを含むめっき金属コンタクト
を有するパターンを有し、金属パターンは、更に、複数の金属フィンガーの自由端部にお
いて、例えば固定ラインまたは固着ラインのような第１の固定要素または固着要素を含む
太陽電池を提供する。
【００３９】
　１つの発明の形態では、本開示は、複数のフィンガーと少なくとも１つのバスバーを含
むめっき金属コンタクトパターンを有し、金属コンタクトパターンは、更に、フィンガー
端部でバスバーに物理的に接続された第２の固定要素または固着要素を含む太陽電池を提
供する。
【００４０】
　めっきされたフロントコンタクトを有するシリコン太陽電池を作製する方法では、一般
に、反射防止コーティングが最初に表面上に形成され、次に、金属コンタクトを形成する
必要のある場所で、レーザー切断の手段により部分的に除去される。レーザー開口部の幅
は一般に約５マイクロメータから５０マイクロメータの範囲であり、例えばコンタクトフ
ィンガーが形成される位置では約１０マイクロメータのオーダーである。次に、金属めっ
きの手段により、一般に約５マイクロメータから３５マイクロメータの範囲、例えば約１
０マイクロメータのオーダーのめっき金属層の膜厚を有する金属コンタクトが、開口部中
に形成される。例えば、１０マイクロメータのレーザー開口と、１０マイクロメータの金
属膜厚を用いた場合、約１０マイクロメータのみがシリコンと接続する、（横方向のオー
バーラップにより）約３０マイクロメータの幅の一般的なめっきライン（フィンガー）と
なる。残った部分は、反射防止コーティング上にめっきされるが、ここでは接着は非常に
貧弱であり、即ち、可能のシリコン基板へのフィンガーラインの接着よりもずっと貧弱で
ある。
【００４１】
　フィンガー接着を改良するために使用される１つのアプローチは、より広いレーザーラ
インを形成することであるが、これは影の損失（shading loss）の増加に繋がる。代わり
にめっき膜厚を減らせるが、フィンガー伝導性の低下の欠点を有する。
【００４２】
　本開示にかかる方法では、影の損失のみを増加を制限し、フィンガー伝導性を減らすこ
となく、フィンガー接着が改良される。
【００４３】
　本開示の方法では、第１の固定要素または固着要素は、複数のフィンガーのそれぞれの
自由端部に形成される。これは実質的にフィンガー接着を改良し、実質的に剥離を減らす
ために十分であることが驚くべきこと見出された。
【００４４】
　１つの形態では、第１の固定要素は、フィンガー端部１１において、フィンガー１０１
、１０３の幅を部分的に増やすことができる。例えば、フィンガーの幅ＦＷを部分的に増
やす工程は、約２倍から５倍、例えば約３倍に、フィンガーの幅を増加する工程を含み、
増加した幅はＰＷと呼ばれる。しかしながら、本開示はこれに限定されるものではない。
フィンガーの幅は、フィンガー端部の縁から測定した場合に、フィンガー長ＦＬの約５％
から５０％の範囲、例えばフィンガー長の約１０％から３０％にある長さＰＬを超えて増
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加することができるが、本開示はこれに限定されるものでは無い。自由端部１１において
フィンガー幅を部分的に増やすことにより形成された第１の固定要素２１を有する表側の
メタライゼーションパターンの例を、図２および図６に模式的に示す。図６は、図２の細
部を示す。
【００４５】
　本開示の形態にかかる第１の固定要素を有するフィンガーを用いた場合に、一定の幅で
固定要素の無い、一般的な先端技術のフィンガーと比較して、改良された結果を示すため
にスコッチテープ剥離テストが行われた。それらのスコッチテープ剥離試験は、中央バス
バーの両側に１８のフィンガーラインを含むセルの上で行われた。スコッチテープは、バ
スバーの各セルの端から端まで延びるように（バスバー自身のいずれの部分も覆わないよ
うに）、フィンガーに平行に提供され、これによりそれぞれの１８のフィンガーを覆う。
続いて、スコッチテープが除去された（剥がされた）。次に、プロセスにより基板から剥
がされたフィンガーラインの数が数えられた。プロセスは、バスバーの左側と右側で繰り
返された。これは、先端技術のフィンガーラインを含む２つの太陽電池と、フィンガーラ
インの自由端部においてのみ固定要素が形成された本発明の具体例にかかるフィンガーラ
インを含む２つの太陽電池とに対して繰り返された。更に４つの太陽電池で同様に行った
。表１に結果を示す。下層のシリコン基板へのめっきされた金属フィンガーラインの接着
が明らかに改良されたことは、当業者にとって明らかである。これは、先端技術と、本発
明の具体例との間で、剥離されたフィンガーラインの平均数が大きく異なることによって
も、定量的に支持される。
【００４６】

　表１：比較結果
【００４７】
　図６は更に、フィンガーラインが平行な長手方向のサイドウォールにより好適には規定
されることを示す。部分Ｉと呼ばれるフィンガー１０１の第１部分では、フィンガー幅Ｐ
Ｗはより大きく、平行なサイドウォール２１１のセットにより規定される。バスバーまた
はリボンに直接隣接し、物理的に接続し、部分ＩＩと呼ばれる第２部分では、ＦＷを備え
たフィンガーは、比較的小さく、平行なサイドウォール１０１１のセットにより囲まれて
いる。遷移部分は、図示するようにステップタイプである。代わりに、遷移部分はより漸
次的でも良い。遷移部分は、次に、例えば、フィンガーの幅が幅ＦＷから幅ＰＬまで漸次
的に変化する、遷移領域に対応する遷移構造を含んでも良い。
【００４８】
　更に、フィンガーラインの第１部分Ｉと第２部分ＩＩの一方または双方は、テーパー構
造を有することもできる。例えば、第２部分ＩＩはテーパーで、それぞれのテーパー構造
のより狭い側は、バスバーから遠い方を指しても、またはバスバーから遠いところにあっ
ても良い。
【００４９】



(10) JP 2015-528645 A 2015.9.28

10

20

30

40

50

　他の形態では、第１の固定要素は、線形、正方形、矩形、多角形、円形、または楕円形
、または他の好適な形状を有する要素を含んでも良く、この要素は自由フィンガー端部１
１に形成される。例が図３に模式的に示され、異なる第１の固定要素２１を有するフィン
ガー端部を示す。第１の固定要素２１は固定ラインであり、固定ラインの長手方向は（図
２に示したようなフィンガー幅の部分的な増加に対応する）フィンガーの長手方向に平行
であっても良く、または固定ラインの長手方向がフィンガーの長手方向に実質的に垂直ま
たはフィンガーの長手方向に対して好適な角度であっても良い。本開示にかかる第１の固
定要素を形成することは、影の損失を大きくは増やさず、またはフィンガー伝導性を減ら
しつつ、フィンガーの接着を実質的に改良することが優位点である。
【００５０】
　更に一般的には、フィンガーの自由端部１１のフィンガーと下層のシリコンとの間のコ
ンタクト面積の部分的な増加に繋がるいずれかの要素または形状が、第１の固定要素２１
として使用されても良い。
【００５１】
　本開示にかかる方法では、第２の固定要素または固着要素は、フィンガー端部において
、少なくとも１つのバスバーと物理的に接続するように形成されても良い。バスバー側の
そのような第２の固定要素は、バスバーに半田付けされたリボンの接着を改良する。この
改良は、固定要素への半田の流れが、増加した半田コンタクト面積となり、これにより良
い接着になる、リボン半田プロセスに関連しても良い。
【００５２】
　１つの形態では、第２の固定要素は、バスバーと物理的に接続して、フィンガー端部１
２において、フィンガー１０１、１０２、１０３の幅を部分的に増やすことにより形成し
ても良い。例えば、フィンガーの幅を部分的に増やす工程は、約２倍から５倍に、例えば
約３倍に、フィンガー幅を増やす工程を含む。しかしながら、本開示はこれに限定されな
い。フィンガーの幅は、約５％から５０％までの範囲の長さ、例えば約１０％と３０％の
間の長さを超えて増加しても良いが、本発明はこれに限定されない。フィンガー端部１２
においてフィンガー幅を部分的に増やすことにより形成された第２の固定要素２２を有す
る表側のメタライゼーションパターンの例が、図４に模式的に示される。
【００５３】
　他の具体例では、第２の固定要素は、線形、正方形、矩形、多角形、円形、または楕円
形、または他の好適な形状を有する要素を含み、この要素はバスバー１００の隣のフィン
ガー端部１２に形成されても良い。例が図５に模式的に示され、異なる第２の固定要素２
２を有する、バスバー１００に接続されたフィンガー端部１２を示す。第２の固定要素２
２は、固定ラインであり、固定ラインの長手方向は、（図４に示すように、フィンガー幅
の部分的な増加に対応する）フィンガーの長手方向に平行でも良く、または固定ラインの
長手方向は、フィンガーの長手方向に実質的に垂直またはフィンガーの長手方向に対して
好適な角度であっても良い。本開示にかかる第２の固定要素を形成することは、影の損失
を大きくは増やさず、またはフィンガー伝導性を減らしつつ、フィンガーの接着を実質的
に改良することが優位点である。
【００５４】
　更に一般的には、バスバー１００に物理的に接続したフィンガーの端部１２において、
フィンガーと下層のシリコンとの間のコンタクト面積の部分的な増加に繋がるいずれの要
素または形状が、第２の固定要素２２として使用されても良い。
【００５５】
　バスバーの近傍のみのより広い固定ラインの変形は、バスバーから全フィンガーライン
の長さの約２分の１まで、より広いラインが広がる。これは、（例えば、コンタクトにお
いて、シリコンのより低い表面ドーピングレベルのためのような）より高い特定のコンタ
クト抵抗を有し、一方で同じ太陽電池効率を維持するために使用されるメタライゼーショ
ンスキームを可能にし、およびシリコンへの全体の接続面積を増加し、最小抵抗電力損失
を、より低い値にするように最適な銅の膜厚を調整し、これにより必要なめっき時間を少
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なくする優位点を有する。
【００５６】
　本開示の具体例にかかる方法は、自由端部に第１の固定要素を含み、バスバーと接続す
るフィンガーの端部に第２の固定要素を含むメタライゼーションパターンを形成する工程
を含んでも良い。
【００５７】
　先の記載は、本開示の所定の具体例を詳述する。しかしながら、当然のことながら、先
の記載が如何に詳しくテキスト中に述べられても、本開示は多くの方法で実施できる。な
お、本開示の所定の特徴または形態を記載する場合の、特定の用語の使用は、その用語が
関連する開示の特徴または形態のいずれかの特別な特徴を含むように、その用語がここで
再定義されることを暗示するものととるべきでは無い。
【００５８】
　上記詳細な記載は、様々な形態に適用された本発明の新規な特徴を示し、記載し、そし
て指摘するが、記載されたデバイスまたはプロセスの形態および細部における多くの省略
、代替え、および変化が、本発明の精神から逸脱することなく、当業者により行われるこ
とが理解されるであろう。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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